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※調査（状況確認）結果報告

（注） 1 　この調査書は、上記使用目的以外には使用できません。

2 　この調査書は確認できる範囲内での状況の結果を所見として報告するもので

あり、事実を証明するものではありません。

　　　年　　月　　日に依頼人から聞き取り調査を行いました。

　その結果、依頼人 阿波花子さんは、あんま・マッサージ業を営んでおり、子の次郎さんの

運転で徳島５００ら４３２１の車で出張あんまサービスを週２～３回行っていると申し立てて

おります。

　私の知る範囲では、依頼人阿波花子さんはあんま・マッサージ業を営んでおり、また、子の

次郎さんが送迎しているところを何度も見かけており、申し立てどおり、生業の用に普通自動

車を継続して使用していると思われます。

　あなたから依頼のあった事項について調査（状況確認）した結果は、下記のとおりです。

令和7年4月8日

　　徳島　太郎

調 査 書

調査依頼事項

提 出 先

使 用 目 的

生業の用に普通自動車を継続して使用している事実

徳島市応神町応神産業団地１－５

徳島県東部県税局自動車税庁舎

０８８－６４１－２３２３

自動車税の減免申請のため

阿波　花子

記

調査事項について

１ 何業を営んでいるか？

２ 家族の誰の運転か？

３ どの車か？登録番号を記入

４ 申請車両をどう使用しているか？

（例：出張あんまサービスや出勤等）

５ 月に何回くらい使用しているか？

記載例


